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JET 電子申請システムについて 

 

電子申請システムにご登録頂くことにより、お客様が作成した各種試験申込書を、サイト経由で JET に

送信頂くことが可能です。ぜひご利用ください。 
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※画面は一部開発中のため、実際の表示と異なる場合があります。 
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１．登録の流れについて 

（１）登録の流れ 

全体的な、登録の流れについてご説明いたします。 

 

① 仮登録申込をしてください。この際お申し込みをさ

れた方が、「申込責任者」として登録されます。（P４

参照） 

② 審査後、72 時間以内に本登録用のアドレスをお送り

します。 

 

③ 本登録をお願いします。この際、「申込責任者」の代

理としてお申し込みができる「連絡担当者」を複数

登録することができます。（P６参照） 

④ 本登録申込完了後、「申込責任者」には ID、「連絡担

当者」には ID とパスワードを発行しますので、ログ

インしてください。（P10・P１６参照） 

⑤ ログイン後、「申込責任者」は「連絡担当者」の追加

登録や、複数のグループを作成することができま

す。部署名、事業所によりグループの使い分けが可

能です。 

⑥ 申込書の作成後、電子申請サイトから各種お申し込

みをお願いします。（P１７参照） 

 

 

（２）電子申請システムへのリンク 

JET ホームページのナビゲーションメニューから電子申請システムページに入れます。 
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 電子申請システムページより、仮登録のお申し込みおよび登録後のログインが可能です。また、簡単

なご説明と、マニュアルを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ログインはこちら 

仮登録のお申し込みはこちら 

マニュアル（PDF）はこちら 
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（３）申込責任者と連絡担当者の位置づけについて 

本システムでお申し込みされる方の役割として、「申込責任者」と「連絡担当者」があります。 

・申込責任者とは… 

申込に対する権限を持つ方となります。添付いただく申込書類の責任者と同一の方になります。 

・連絡担当者とは… 

申込責任者に代わり、各認証の申込を行うことが出来ます。申込の際に、該当する申込に関する連絡

担当者は、登録済みの連絡担当者の中から 2 名まで指定することが出来ます。 

 

 

 

 

・申込責任者と連絡担当者が操作可能な機能については、以下をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）代理人の方の登録について 

 PSE、PSC のお申込にあたり、事前に委任状をもって「代理人」とされた方が本システムを使用され

る場合の登録方法は以下の通りです。 

①まず依頼元（届出事業者または海外製造事業者）に、依頼元の責任者を「申込責任者」として登録

を行ってもらうよう、ご依頼下さい。 

②次に「申込責任者」として登録された方にて、代理人の方の情報を「連絡担当者」としてご登録く

ださい。登録完了後、代理人の方は「連絡担当者」として発行された ID を使用してお申込を行う

ことが出来ます。お申し込みの際には、これまでと同様、有効期限内の委任状の添付をお願いいた

します。 

 

注：PSE、PSC は、代理人の方が「申込責任者」として登録したアカウントでのお申込はできませ

ん。もし、申込後に間違いが判明した場合、紙ベースで押印済みの申込書をご提出いただくか、

上記（４）の手順により、改めて申込をし直してください。 

PSE、PSC 以外のお申し込みについては、代理人の方が「申込責任者」としてご登録いただい

ても受付可能です。 

 

 

  

機能一覧 申込責任者 連絡担当者 

お申し込み ○ ○ 

過去の申込閲覧 ○ 

（連絡担当者分含む） 

○ 

（自分の申込分のみ） 

グループの作成・編集 ○ × 

連絡担当者の作成・編集 ○ × 

自分の情報修正 ○ ○ 



JET 電子申請システム使用マニュアル（お客様用）（2026.04 第 3.0 版） 

5 

２ 仮登録 

（１）仮登録フォーム 入力 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請システムをご利用されたい場合、まずシステムへの仮登録をお願いいたします。 

仮登録は、「申込責任者」が行います。申込責任者とは、申込に対する権限を持つ方となります。本シス

テムは申込の際の捺印の代わりの役割を果たしますので、今までお申し込みの際にご捺印を頂いていた

ご担当者とお考えください。 

「電子申請システム」ページ（https://apply.jet.or.jp/）の、「仮登録のお申し込みはこちら」より上記

の画面に入り、必要事項を入力し、「プライバシーポリシー及び JET 電子申請システム利用規約」をご

確認頂き、ご同意のうえ「確認」を押し、確認画面に遷移してください。 
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（２）仮登録フォーム 確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容を確認して、間違いなければ「送信する」を押してください。 
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（３）仮登録 完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮登録申込完了画面に遷移します。この後 JET でお申し込み内容の確認作業に入ります。申込後 72 時

間以内に本登録用の URL をメールにて送信いたします。 

「TOP に戻る」を押すと、電子申請システム TOP 画面に戻ります。 
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３ 本登録 

（１）本登録フォーム 入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮登録申込後、72時間以内に申込責任者に届いたメールに記載されたURLから、本登録画面に移動し、

必要事項を入力してください。 

この画面で、仮登録を行って頂いた「申込責任者」の他に、実務を担当する「連絡担当者」を 5 人まで

登録できます。連絡担当者は、本登録完了後に申込責任者の管理画面より追加する事も出来ます。 

申込責任者は、必ず連絡担当者の 1 人として初期登録されます。 

 

  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～略～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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（２）本登録フォーム 確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容を確認して、間違いなければ「送信する」を押してください。 

 

 

 

  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～略～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



JET 電子申請システム使用マニュアル（お客様用）（2026.04 第 3.0 版） 

10 

（３）本登録フォーム 完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本登録が完了いたしました。 

本登録完了後、ご登録いただいた申込責任者様、連絡担当者様に、すぐに登録完了メールが届きます。 

メールには ID が記載されていますので、別途メモを取る等保管をお願いいたします。ID・パスワード

は他人に知られないようご注意下さい。ID はシステム上、お電話やメールでの確認・変更および再発

行はできません。ID を忘れた場合には、再度仮登録から行っていただくことになりますので、ご注意

ください。ID は、本システムから送信する、パスワードリマインダー以外のメールにすべて記載がご

ざいますので、そちらをご参照ください。 
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４．電子申請の方法 

４．１ 申込責任者の場合 

（１） ログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JET トップページの「電子申請」バナーまたは、https://apply.jet.or.jp/login よりログインしてくだ

さい。 

ID は、登録完了メールを参照して下さい。パスワードは、本登録時にご自身で入力した内容となります。 

パスワードを忘れた方は、「パスワードを忘れた方はこちら」よりパスワードを再発行してください。 

なお、操作完了後にメールが届かない場合は、ID またはメールアドレスが間違っておりますので、正し

い ID とメールアドレスを再度送信ください。 
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（２）認証・試験お申し込みをする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン後のホーム画面の「試験・認証お申し込み」を押すと、申込画面に遷移します。 
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こちらのページから試験・認証お申し込みが可能です。 

左上に表示されるグループ名で登録された情報にて申込みされます。グループ切り替えは右上の「切替」

ボタンから可能です。各項目に沿った手順は、次ページを参照してください。 

 

  

グループ切替はこちらから 
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１．申込責任者 

  今回のお申し込みに係る責任者（ログインしている申込責任者名。変更できません。）が表示されま

す。表記の申込責任者が、共通申込書にセットされます。 

 

２．試験・認証を選択してください 

  本システムを使用してお申し込み可能な認証が表示されますので、今回お申し込みされる認証を選

択して下さい。 

 

３．連絡担当者を選択してください 

  今回の申込についての連絡担当者をセットして下さい。1 名または 2 名セットする必要があります。 

  選択後、「共通申込書のプレビュー」を押すと、申込の際に添付される共通様式を確認することが出

来ます。 

  共通申込書は、自動でアップロードされますが、控えが必要でしたら確認画面の PDF をダウンロー

ドして保存して下さい。（申込完了後は確認できません） 

 

４．お申し込み送信先を選択してください 

  各認証に応じたお申し込み先が表示されますので、選択してください。 

  分からない場合は「カスタマーサービス」を選択して下さい。 

 

５．申込書式をアップロードしてください 

  事前にご準備いただいた申込書ファイルをドラッグ＆ドロップで貼り付けて下さい。 

  （申込の様式は、画面左の「申込書式ダウンロード」から各認証・検査の書式のページをご確認い

ただき、ダウンロードしてご使用下さい。） 

  アップロードされる製品(技術)情報については、できるだけ PDF 形式にて添付ください。また、添

付資料が多い場合、併せて資料の一覧表の添付をお願いいたします。 

  共通申込書は、自動で添付されますので、ここに貼り付ける必要はありません。 

 

６．備考欄 

  連絡事項等ございましたらご記入下さい。 

 

以上、準備が出来ましたら、「申込書式を送信する」ボタンを押して下さい。 

申込が完了しましたら、申込完了のお知らせと申込番号が表示され、「閉じる」を押すとトップページに

戻ります。 
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（３）お申し込み内容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーム画面にて、本 ID を利用してお申し込みいただいた全ての認証が一覧で確認出来ます。 

「その他情報を見る」ボタンを押すと、送信した情報（アップロードファイルは、ファイル名のみ）が

閲覧できます。 

※送信したファイルは、ファイル名のみ確認ができ、ファイルの内容は確認出来ません。 
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（４）ログアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面左メニューより「ログアウト」を選択すると、ログアウトします。 
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４．２ 連絡担当者の場合 

（１） ログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JET トップページの「電子申請」バナーまたは、https://apply.jet.or.jp/login よりログインしてくだ

さい。 

ID およびパスワードは、登録完了メールを参照して下さい。 

パスワードを忘れた方は、「パスワードを忘れた方はこちら」よりパスワードを再発行してください。 

なお、操作完了後にメールが届かない場合は、ID またはメールアドレスが間違っておりますので、正し

い ID とメールアドレスを再度送信ください。 
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（２）認証・検査お申し込みをする 

 

 

ログイン後のホーム画面の「試験・認証お申し込み」を押すと、申込画面に遷移します。 
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こちらのページから試験・認証お申し込みが可能です。 

左上に表示されるグループ名で登録された情報にて申込みされます。グループ切り替えは右上の「切替」

ボタンから可能です。各項目に沿った手順は、次ページを参照してください。 

  

グループ切替はこちらから 
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１．申込責任者 

  今回のお申し込みに係る責任者（ログインしている連絡担当者に紐付く申込責任者名。変更できま

せん。）が表示されます。表記の申込責任者が、共通申込書にセットされます。 

 

２．試験・認証を選択してください 

  本システムを使用してお申し込み可能な認証が表示されますので、今回お申し込みされる認証を選

択して下さい。 

 

３．連絡担当者を選択してください 

  今回の申込についての連絡担当者をセットして下さい。1 名または 2 名セットする必要があります。 

  選択後、「共通申込書のプレビュー」を押すと、申込の際に添付される共通様式を確認することが出

来ます。 

  ご自身を本お申し込みの連絡担当者として登録する場合は、この項から行って下さい。 

  共通申込書は、自動でアップロードされますが、控えが必要でしたら確認画面の PDF をダウンロー

ドして保存して下さい。（申込完了後は確認できません） 

 

４．お申し込み送信先を選択してください 

  各認証に応じたお申し込み先が表示されますので、選択してください。 

  分からない場合は「カスタマーサービス」を選択して下さい。 

 

５．申込書式をアップロードしてください 

  事前にご準備いただいた申込書ファイルをドラッグ＆ドロップで貼り付けて下さい。 

  （申込の様式は、画面左の「申込書式ダウンロード」から各認証・検査の書式のページをご確認い

ただき、ダウンロードしてご使用下さい。） 

  アップロードされる製品(技術)情報については、できるだけ PDF 形式にて添付ください。また、添

付資料が多い場合、併せて資料の一覧表の添付をお願いいたします。 

  共通申込書は、自動で添付されますので、ここに貼り付ける必要はありません。 

 

６．備考欄 

  連絡事項等ございましたらご記入下さい。 

 

以上、準備が出来ましたら、「申込書式を送信する」ボタンを押して下さい。 

申込が完了しましたら、申込完了のお知らせと申込番号が表示され、「閉じる」を押すとトップページに

戻ります。 
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（３）お申し込み内容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーム画面にて、本 ID を利用してお申し込みいただいた全ての認証が一覧で確認出来ます。 

「その他情報を見る」ボタンを押すと、送信した情報（アップロードファイルは、ファイル名のみ）が

閲覧できます。 

※送信したファイルは、ファイル名のみ確認ができ、ファイルの内容は確認出来ません。 
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（４）ログアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面左メニューより「ログアウト」を選択すると、ログアウトします。 
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５．ユーザー管理機能 

５．１ 申込責任者の場合 

（１）グループについて 

本システムでは、１つの ID で複数のグループを作成することができます。 

グループごとに部署名・役職名・住所等の情報を設定することができますので、申込責任者が複数部署

を兼任されている場合、便利にお使い頂けます。 

 

グループのイメージは以下を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例： 

グループ名「本部」では、申込責任者を「電気安全（株）本部長 JET 太郎」として登録。 

グループ名「関西支店」では、申込責任者を「電気安全（株）関西支店長 JET 太郎」として登録。 

グループ名「（株）環境研究所」では、申込責任者を「（株）環境研究所 代表取締役 JET 太郎」 

として登録。 

 

「本部」グループより申込をすると… 

申込時に自動作成される「共通申込書」に、登録責任者として「電気安全(株)本部長 JET 太郎 （住

所：東京）」がセットされる。連絡担当者は JET 太郎・JET 次郎から選択可能。 

 

「（株）環境研究所」グループより申込をすると… 

申込時に自動作成される「共通申込書」に、登録責任者として、「(株)環境研究所 代表取締役 JET

太郎 （住所：福岡）」がセットされる。連絡担当者は JET 次郎・JET 四郎より選択可能。 

 

 

 

 

 

  

グループのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

電気安全(株) 

JET 太郎（申込責任者）の ID 

グループ： 

本部（東京都） 

役職：本部長 

グループ： 

関西支店（大阪） 

役職：関西支店長 

グループ： 

(株)環境研究所

（福岡・子会社） 

役職：代表取締役 

連絡担当者： 

JET 太郎 

JET 次郎 

連絡担当者： 

JET 三郎 

JET 四郎 

連絡担当者： 

JET 次郎 

JET 四郎 
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（２）グループの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「グループ情報編集」ボタンを押すと、グループ情報編集画面に切り替わります。 

 グループの名称を変更する場合は、グループ名を押すと編集画面に移動します。 

  グループ名の初期値は「グループ１」ですが、部署名等に変更頂くと便利です。 

   

２．新しくグループを作成したい場合は、「グループを新規追加する」より、「グループ名」に入力し、

「追加」を押してください。  

各グループに連絡担当者の所属を追加したい場合は、別ページの「連絡担当者追加・変更」より 

お願いいたします。 
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（３）連絡担当者の追加・変更およびグループへの所属 
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「連絡担当者追加・変更」ボタンを押すと、本 ID にて登録した連絡担当者の編集画面に切り替わります。 

 

１．追加・編集 

現在表示されているグループ（画面左上）に所属している連絡担当者が表示されます。 

「編集する」ボタンを押すと、登録内容が編集できます。 

表示されているグループへの所属を解除する場合は、該当者にチェックを入れて、「解除する」ボタンを

押してください。 

※連絡担当者は、少なくとも 1 グループに所属する必要があり、現在選択されているグループ以外への

所属がない場合には、解除できません。 

また、現在表示されているグループに連絡担当者を追加したい場合は、「このグループに所属していない

連絡担当者」の一覧から選択し「追加する」を押してください。該当する連絡担当者の部署・住所等が

確認出来るページに遷移しますので、内容をご確認のうえ「追加する」ボタンを押して下さい。 

 

２．新しい連絡担当者の登録 

新たに連絡担当者を追加したい場合は、「連絡担当者の新規登録」より登録をお願いします。新規登録の

場合には、登録された連絡担当者は現在選択されているグループ（画面左上に表示されているグループ）

に自動で追加されます。 

 

 

３．連絡担当者の削除 

連絡担当者を削除する場合は「連絡担当者の削除」ボタンを押して、該当者を選択して下さい。 

 

 

 

  



JET 電子申請システム使用マニュアル（お客様用）（2026.04 第 3.0 版） 

27 

（４）申込責任者情報変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各グループに設定される、申込責任者の情報が変更できます。 

現在左上に表示されているグループに属する申込責任者の情報が変更されます。 

 

※全グループ共通情報（現在ログインしている申込責任者または連絡担当者の氏名・メールアドレス）

はこの画面からは修正できません。左メニューの、氏名・ID・情報の下にある「情報変更」より修正

が可能です。 
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（５）パスワード変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左メニューの「パスワード変更」より、パスワードを変更する事が出来ます。 
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５．２ 連絡担当者の場合 

（１）連絡担当者情報変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「連絡担当者情報変更」ボタンより、ログインした連絡担当者ご自身の登録内容が変更できます。 

所属しているグループを変更することや、申込責任者情報の変更は出来ません。 

※全グループ共通情報（現在ログインしている申込責任者または連絡担当者の氏名・メールアドレス）

はこの画面からは修正できません。左メニューの、氏名・ID・情報の下にある「情報変更」より修正が

可能です。 
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（２）パスワード変更 

 

 

左メニューの「パスワード変更」より、パスワードを変更する事が出来ます。 
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６ お問い合わせ先 

 

ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。 

 

 一般財団法人 電気安全環境研究所 ビジネス推進部 カスタマーサービス 

 e-mail: cs@jet.or.jp Tel:03-3466-9203 

 https://www.jet.or.jp 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 


